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要 旨 

概 要 

～沼津市地震・津波ハザードマップの改定～ 

改定した沼津市地震・津波ハザードマップを配布します 
 

お問い合わせ先 

 本市の津波浸水想定域が津波災害警戒区域（イエローゾーン※１）に指定され、津波に対す

る安全な高さがより明確になったことから、市民に情報を周知し避難に役立てていただくため、

「沼津市地震・津波ハザードマップ」を改定しました。 

  このハザードマップは、全市版と津波避難訓練対象区域の地区版（第二・第三・第四・静浦・

内浦・西浦・戸田地区の各区分）があり、全市版は危機管理課窓口にて配布、地区版は該当地

区へ２月１５日号の広報ぬまづと同時に配布します。また、市ホームページに掲載します。 

＜主な改定点＞ 

[地区版] 

・現行の津波浸水深に準じた浸水域の色分け表示を、基準水位(※2)に準じた色分け表示に改定。 

(※2)基準水位とは、津波浸水想定の浸水深に津波が建物等に衝突した際のせり上がりの高さを加えた水位です。 

これまでの津波浸水域に変更はありません。 

[全市版・地区版両方] 

・津波災害警戒区域（イエローゾーン）と基準水位の説明項目の追加 

・情報の入手先（沼津市公式防災アプリや同報無線自動応答システム

等）の掲載。 

＜ハザードマップの特徴＞ 

[全市版] 

・表面では津波浸水想定域・震度分布・避難場所を掲載し、裏面では液状化危険度 

を掲載しています。 

[地区版] 

・表面では想定の津波到達時間・津波浸水想定域・津波避難ビル・避難路を掲載し、裏面では、 

ハザードマップの使い方として基準水位の目安や危険度等を掲載しています。 

 

 

 

２ 場 所 沼津市役所広報課から発信 

３ 特別企画 本リリースをもとに取材、掲載いただきました媒体社さまに広報ぬまづ１年

分をプレゼントします。 

４ 特記事項 庁舎内のデザインコンペで制作したリリースです。 

沼津市役所 危機管理課 

直通：０５５－９３４－４８０３  

 
 

(※1)イエローゾーンとは、津波から「逃げる」ことができるよう、警戒避難体制を特に 

整備すべき区域として県知事が指定する区域です。イエローゾーンでは基準水位が示されています。 










